
　

昨
年
7
月
に
県
か
ら
市

に
移
管
さ
れ
た
『
あ
い
こ

う
か
市
民
ホ
ー
ル
（
旧
水

口
文
化
芸
術
会
館
）』
は
、

今
後
市
民
の
皆
さ
ん
を
は

じ
め
利
用
者
に
親
し
ま

れ
、
愛
さ
れ
る
市
の
文
化

芸
術
の
拠
点
施
設
と
す
る

た
め
「
座
席
や
照
明
音
響

設
備
の
更
新
お
よ
び
ト
イ

レ
や
ホ
ワ
イ
エ
な
ど
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
」
等
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
を
行
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
次
の

期
間
を
休
館
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

工
事
完
成
後
は
、
一
層
使
い
や
す
く
親
し
み
や
す
い
ホ
ー
ル

を
め
ざ
し
ま
す
の
で
皆
さ
ん
の
ご
来
館
、
ご
利
用
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

改修工事に伴い休館します
問
い
合
わ
せ
　

文
化
振
興
課
　

あ
い
こ
う
か
市
民
ホ
ー
ル
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4
月
1
日（
日
）〜
10
月
31
日（
水
）

休
館
期
間

●
た
だ
し
、
4
月
中
は
大
ホ
ー
ル
以
外
の
練
習
室
等
を

　

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

あいこうか市民ホール

　貸与の限度額は（月額）10万円で、無利子の貸付となります。
貸与を受けた修学資金は卒業後5年以内に50％（家業に就く方は
70％）の償還をいただくこととなります。
　次のとおり平成19年度の修学資金貸与学生を募集します。
募集人員／若干名
修学機関／デザインまたは窯業に関する技術、技能などを養成
する機関

貸与期間／２年以内
貸与額／月額10万円を限度として貸与、無利子。
貸与条件／修学終了後引き続き５年以上陶業関連事業所に就業
しようとする方で高等学校卒業又は高等学校卒業と同等の学
力を有すると認められる方

資金返還／貸与を受けた修学資金は卒業後５年以内に50％（家
業を就く方は70％）の償還をいただくこととなります。

申請手続／所定の申請書、在学証明書、修学に必要な経費報告書、
作文、面接等。（採否及び貸与額は修学資金貸与審査会で決定
します。）

募集締切／４月20日（金）

陶業後継者
育成修学資金の
貸与・修学生募集
陶業後継者の育成を目的に、
将来、信楽焼および八田焼の
関連事業所で５年以上勤務し
ようとする方に修学資金の貸
与制度があります。

問い合わせ　商工観光課　☎65-0707　FAX63-4087

小
口
簡
易
資
金
貸
付
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　

小※

規
模
企
業
者
の
方
々

に
無
担
保
無
保
証
人
で
資

金
調
達
の
機
会
を
提
供
す

る
融
資
制
度
と
し
て
、
ご

活
用
い
た
だ
い
て
い
る
甲

賀
市
小
規
模
企
業
者
小
口

簡
易
資
金
が
、
４
月
１
日

か
ら
以
下
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
す
。

改
正
事
項
　
　
　
　

改
　

正
　

前
　
　
　
　
　
　
　
　

改
　

正
　

後
　
　
　
　
　
　
　

留
　

意
　

点

貸
付
利
率
の
引
き

上
げ
（
市
場
金
利

の
上
昇
）

1
・
8
％
　
　
　
　
　
　
　
　

2
・
0
％

借
換
条
件
の
緩
和

直
近
１
年
以
上
12
回
元
利

返
済
を
遅
滞
な
く
し
て
い

る
こ
と
。

（
県
の
経
営
安
定
借
換

資
金
へ
の
借
換
融
資
実

行
日
か
ら
１
年
以
上

経
過
）

直
近
６
ヶ
月
以
上
６
回
元
利
返

済
を
遅
滞
な
く
し
て
い
る
こ
と
。

（
県
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保

証
資
金
へ
の
借
換
融
資
実

行
日
か
ら
６
ヶ
月
以
上
経

過
）

今
後
も
改
正
の
予
定

4
月
2
日
か
ら
9
月

28
日
ま
で
に
受
け
付

け
た
も
の
に
限
る

※
4
月
の
受
付
か
ら
申
込
書
が
変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
申
込
書
は
商
工
観
光
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　

商
工
観
光
課
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4月1日から
甲南診療所の
診療日が
変わります。

診療日

火曜日・金曜日の週2日
受付時間

13：30～17：00
診療時間

14：00～受付終了分

問い合わせ
保険年金課
☎65－0689 FAX63－4618
甲南診療所
☎・FAX86－2552

※
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が

20
人
、（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
は

5
人
）
以
下
の
法
人
・
個
人
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